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○枚方市立火葬場条例施行規則 

平成20年３月31日 

規則第24号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、枚方市立火葬場条例（平成18年枚方市条例第47号。以下「条例」とい

う。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用の許可の申請） 

第２条 枚方市立火葬場（以下「火葬場」という。）の施設の使用の許可を受けようとする

者は、枚方市立火葬場使用許可申請書（様式第１号）を指定管理者（条例第４条第１項に

規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の受付は、条例第５条第１項及び第２項の規定による火葬場の開

場時間内に行うものとする。 

３ 第１項の申請書には、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）第８条に規定

する火葬許可証又は市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

（使用許可書の交付） 

第３条 指定管理者は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、

当該申請を行った者に対し、枚方市立火葬場使用許可書（様式第２号）を交付する。 

（使用の中止） 

第４条 前条の規定により火葬場の施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

は、その使用を取り止めようとするときは、あらかじめ枚方市立火葬場使用中止届出書（様

式第３号）を指定管理者に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第５条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第10条ただし書の規

定により、当該使用料に相当する額を還付する。 

（１） 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、火葬場の施設を使

用することができなくなった場合 

（２） 前条の規定による届出を使用の許可を受けた使用時間の開始までに行った場合 

（３） 前２号に定めるもののほか、市長が特に認める場合 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、枚方市立火葬場使用料還付申請書（様式第４号）

を市長に提出しなければならない。 

（使用料の減免） 
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第６条 市長は、火葬場の施設の使用について次の各号のいずれかに該当する場合は、条例

第11条の規定により、当該各号に定める額を減額し、又は免除する。 

（１） 使用料を納付する資力がないと認められる場合 当該使用料に相当する額 

（２） 前号に定めるもののほか、市長が特に認める場合 市長が別に定める額 

２ 使用料の減免を受けようとする者は、枚方市立火葬場使用料減免申請書（様式第５号）

を市長に提出しなければならない。 

（待合室の使用時間帯） 

第７条 条例別表その３の表備考２の待合室の使用時間帯は、併せて使用の許可を行う火葬

施設の使用時間帯を踏まえて、その都度、指定管理者が定める。 

（損傷等の届出） 

第８条 使用者又は入場者（火葬場の施設に入場した者をいう。以下同じ。）は、火葬場の

施設又は設備（以下「火葬場の施設等」という。）を損傷し、又は滅失したときは、指定

管理者にその旨を届け出て、その指示を受けなければならない。 

（使用者等の遵守事項） 

第９条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 第３条の許可書を携帯し、係員から請求があったときは、これを提示すること。 

（２） 善良な管理者の注意をもって火葬場の施設等を使用すること。 

（３） 使用の許可を受けていない火葬場の施設を使用しないこと。 

（４） 火葬場の施設内において、次に掲げる行為をしないこと。 

イ 他の使用者及び入場者に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為 

ロ 所定の場所以外の場所で指定管理者の承認を受けずに、飲食し、又は火気を使用す

ること。 

ハ 喫煙すること。 

（５） 前各号に定めるもののほか、火葬場の施設等の管理上必要な指示に従うこと。 

２ 入場者は、前項第２号から第５号までに規定する事項を遵守しなければならない。 

（入場の制限） 

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、火葬場の施設への入場を

禁じ、又は退場を命じることができる。 

（１） 火葬場の施設等を損傷し、又はそのおそれのある者 

（２） 前条第１項第４号イからハまでに規定する行為を行い、又はそのおそれのある者 

（３） 前２号に定めるもののほか、火葬場の施設等の管理上支障があると認められる者 
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（補則） 

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日から平成20年４月30日までの間における火葬場の施設の使用の許

可に係る申請等に用いる様式については、この規則の規定にかかわらず、別に定める様式

によることができる。 

附 則〔令和２年12月28日規則第85号〕 

１ この規則は、令和３年１月１日から施行する。 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要

の調整をした上、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙とし

て使用することができる。 
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